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令和７年度当初予算編成方針について 

 

国においては、雇用・所得環境が改善する下で、穏やかな回復が続いている一方、海

外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなっており、物価上昇や海外情勢の変動

などの影響に十分注意する必要があります。 

本市においては、令和７年１月の宿泊税導入や、航空旅客需要の回復、雇用・所得環

境の改善などによる市税の増が見込まれます。しかしながら、物価高騰や人件費増の影

響により経常的経費が大幅に増加し、税収の増加分を上回ることが想定されるため、引

き続き厳しい財政状況が続くと考えられます。 

このような情勢のなか、「とことん住みたい 世界とつながる 魅力創造都市」の実現

に向け、令和７年度から「第６次総合計画」の後期基本計画・実行計画の取組が始まり

ます。計画に位置付けた取組を着実に推進するためにも、今まで以上に事務の効率化や

事業の取捨選択を行い、財源を確保していく必要があります。 

以上を踏まえ、令和７年度当初予算は、下記の方針に基づいて編成することとしま

す。 

 

記 

 

令和７年度 予算編成方針 

 

１ 基本方針 

  令和７年度は、「第６次総合計画」の後期基本計画・実行計画の初年度にあたるた

め、計画に位置付けられた施策に基づき予算を編成する。 

  なお、持続可能な行政運営基盤を構築するため、選択と集中により真に必要な施

策・事業に限られた財源を重点的かつ効率的に配分し、実効性の向上を図る。 

  また、財源確保が急務なため、収入増につながる施策や、事務の効率化、経費削減

に資する事業を優先する。 

 

２ 重要施策 

  「第６次総合計画」をはじめ各種計画・宣言に関係する事業については、それぞれ

の方針と整合を図りつつ、事業の実現性、効果及び効率性などを十分検討した上で要

求すること。 

なお、要求に当たっては、前例にとらわれることなく、創意工夫と柔軟な発想をも

って取り組むこと。 



 
 

３ 事務事業の見直し 

  既存事業については、内容や実施方法が市民ニーズを捉えているか、役割や目的を

十分果たしているかなど、サービス水準の適正さや必要性、緊急性、公平性を検証し、

縮小・廃止を含めた見直しを行うこと。 

  また、国・県支出金が確保できなくなった事業は、原則、縮小・廃止すること。 

 

４ 歳出の抑制 

  経常的経費の要求に当たっては、物価高騰の影響分及び人事院勧告による増額分

を除き、令和６年度当初予算額を上限とすること。 

  また、既にデジタル化を実施している場合は、その事務効率化を踏まえた予算要求

とすること。 

 

５ 財源の確保 

  市税や、国・県支出金の確保はもとより、企業版ふるさと納税制度の活用やクラウ

ドファンディングなど新たな資金調達の手法についても積極的に検討すること。 

 

６ 公共施設のあり方 

公共施設については、「公共施設等総合管理計画」や、「公共施設アクションプラン」

に基づいた予算要求とし、修繕については、施設点検結果などを踏まえた要求内容と

すること。併せて、施設の統廃合の前倒しや、集約化・複合化・長寿命化を含めた再

編の可能性なども十分検討した上で要求すること。 

 

７ 特別会計・企業会計 

  特別会計及び企業会計については通年予算とし、独立採算の原則に基づく自立した

経営の確立に務めること。 
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